
届出 

申出 

土土土地地地ののの先先先買買買いいい制制制度度度ののの
あああらららまままししし

土地の先買い制度とは、県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備

を促進するために、『公有地の拡大の推進に関する法律』（公拡法）により、

必要な土地を計画的に取得する制度のことです。 

なお、公拡法による土地の譲渡所得については、租税特別措置法により、

1,500万円までの特別控除が受けられます。

快適な都市づくりのために

加東市の区域内に所在する次の土地を有償譲渡する場合には、あらか

じめ加東市長に届け出なければなりません。 

※平成24年4月1日より権限が知事から市長に移譲されました。 

（届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則が適用されることがあります） 
都市計画
区域内外の 
区分

対象となる土地 面積要件 

区域内 

･都市計画決定された道路等の都市施設の区域内にある土地 

･道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地等 
200㎡以上 

･市街化区域内にある土地 5,000㎡以上 

･非線引き都市計画区域内にある土地 

(注：市街化区域と市街化調整区域との区分を行っていない都市計画区域)）
10,000㎡以上 

区域外 ･都市計画決定された道路等の都市施設の区域内にある土地 200㎡以上 

※詳しくは公拡法第4条を参照してください。 

※土地有償譲渡とは、売買･土地の交換･売渡担保の設定･代物弁済（これらの予約を

含む）などをいいます。 

地方公共団体等に対して、次の土地の買取りを希望される場合には、

申出をすることができます。 

都市計画区域内 ･200㎡以上の土地 

都市計画区域外
･都市計画決定された道路等の都市施設の区域内にある

200㎡以上の土地 

●
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●

加東市 総務財政部 管財課 
〒673-1493 加東市社５０番地（加東市役所） 

0795-42-3301（内線 421） 0795-43-0413（直通） 
届出・申出様式は、管財課窓口のほか加東市ホームページにも掲載してあり 

ますのでご活用ください。 

お問い合わせ・ご相談 

届出は土地を譲渡しようとする日の３週間前までに行ってください。



記 載 例 

届出される日を記載して下さい。 

※ 

※ 平成24年4月1日から土地が加東市の区域内に所在する
届出・申出については、加東市長あてとなっています。 

２部とも
押印が 
必要です。

法人の場合、その名称及び代表者の職氏名 
を記載の上、代表者の職印を押印して下さい。

数筆ある場合は、別紙(任意様式)に筆ごとに土地に関する事項を記載して添付して下さい。

権利の内容をできる限り詳細に記載してください。

田、宅地、山林等の区分により、
その現況を記載してください。 

土地登記簿に記載された地積を記載してください。
実測面積がわかる場合は、カッコ付で記載してください。

部  類：土地有償譲渡届出書２部と下記添付書類２部 
添付書類：位置図（おおむね25,000分の1） 

土地の形状を明らかにした見取図（おおむね 500 分の 1 で届出に係る土地の所在、
地番、境界及び周辺の状況を明らかにしたもの） 
委任状（代理人に委任する場合） 

※土地買取希望申出書については、上記の記載例を参照の上記載してください。 


